◆変更届における注意事項
※厳守されていない場合は受付不可ですのでよく確認願います。
★提出は原則，電子申請でお願い致します。
ファイルはエクスポート機能を利用してPDFで提出してください。

【提出期限】変更日から10日以内

【届出書について】
届出書の右のコメントをよく読んでください。

変更に係る添付書類の不足が多いのでご注意ください。（付表は「ちば電子申請サービス」で提出時のみ添付）

・左の変更する内容について〇を選択してください。
※ここにない変更は届出不要です。ただし，料金の変更や人員数など運営規程が変わるものは，変更となる書類で届出が必要か判断してください。

・（変更前）と（変更後）について，枠が限られているので，収まる範囲で簡潔に記載してください。
※PDF化した時に切れないように注意してください。

[bookmark: _GoBack]・資格者証は変更した人のみ添付してください。以前に提出済みの人の分は不要です。 
